
2019.6.15 暮らしの情報1

ごみの収集日自動音声案内　☎22-5374

広報 都城 2019.
6.15 発行

編集 都城市総合政策部秘書広報課
都城市姫城町6‒21　☎23‒3174

INFORMATION

暮らしの
情報

や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
み
や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課

　
　
　
☎
23
－
２
６
１
５

【
金
御
岳
公
園
】

⃝
�

期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

７
年
３
月
31
日

⃝

応
募
資
格　
法
人
ま
た
は
団
体

⃝
�

要
項
配
布　
６
月
17
日
㈪
～
７
月
19

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
み

や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

⃝
�

現
地
説
明
会　
７
月
23
日
㈫　
14
時

～　
サ
シ
バ
の
館

※�
７
月
19
日
㈮
の
17
時
15
分
ま
で
に
要

申
し
込
み

⃝
�

申
請
期
間　
７
月
25
日
㈭
～
8
月
2

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
み

や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
み
や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課

　
　
　
☎
23
－
２
６
１
５

【
ウ
エ
ル
ネ
ス
交
流
プ
ラ
ザ
お
よ
び
中

央
地
区
立
体
自
動
車
駐
車
場
】

⃝
�

期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

７
年
３
月
31
日

⃝

応
募
資
格　
法
人
ま
た
は
団
体

⃝
�

要
項
配
布　
６
月
17
日
㈪
～
７
月
16

日
㈫
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
商

工
政
策
課

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　

⃝
�

現
地
説
明
会　
７
月
16
日
㈫　
10
時
～

※�

７
月
９
日
㈫
の
17
時
15
分
ま
で
に
要

申
し
込
み

⃝
�

申
請
期
間　
７
月
26
日
㈮
～
8
月
5

日
㈪
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
商

工
政
策
課　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
商
工
政
策
課

　
　
　
☎
23
－
２
９
８
３

【
早
水
公
園
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
お
よ

び
都
城
運
動
公
園
】

⃝
�

期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

5
年
３
月
31
日

⃝

応
募
資
格　
法
人
ま
た
は
団
体

⃝
�

要
項
配
布　
６
月
20
日
㈭
～
７
月
22

日
㈪
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

⃝
�

現
地
説
明
会　
７
月
24
日
㈬　
14
時

～　
早
水
公

園
体
育
文
化

セ
ン
タ
ー

※�

７
月
22
日
㈪

の
17
時
15
分

ま
で
に
要
申

し
込
み

⃝
�

申
請
期
間　
７
月
29
日
㈪
～
8
月
9

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
　
　
☎
23
－
９
５
４
６

【
山
之
口
運
動
公
園
体
育
館
お
よ
び
山

之
口
佐
土
原
市
民
広
場
】

⃝
�

期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

５
年
３
月
31
日

⃝

応
募
資
格　
法
人
ま
た
は
団
体

⃝
�

要
項
配
布　
６
月
20
日
㈭
～
７
月
22

日
㈪
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

⃝
�

現
地
説
明
会　
７
月
24
日
㈬　
10
時

～　
山
之
口
運
動
公
園
体
育
館

※�

７
月
22
日
㈪
の
17
時
15
分
ま
で
に
要

申
し
込
み

⃝
�

申
請
期
間　
７
月
29
日
㈪
～
8
月
9

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
　
　
☎
23
－
９
５
４
６

市
営
住
宅
入
居
者

定
期
募
集
で
申
し
込
み
が
な
か
っ
た

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
6
月
25
日
㈫
以
降
に
建
築
課
や

各
総
合
支
所
産
業
建
設
課
、
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
く
だ
さ
い
。

⃝

申
込
日
時　
7
月
1
日
㈪

　
　
8
時
45
分
～
９
時

※
以
降
、
随
時
受
け
付
け

　
建
築
課　
☎
23
－
３
１
０
５

　
　
　
各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

指
定
管
理
者

【
母
智
丘
関
之
尾
公
園
等
施
設
】

⃝
�

期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

７
年
３
月
31
日

⃝
�

応
募
資
格　
法
人
ま
た
は
団
体

⃝
�

要
項
配
布　
６
月
17
日
㈪
～
７
月
19

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
み

や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

⃝
�

現
地
説
明
会　
７
月
23
日
㈫　
9
時

30
分
～　
関
之
尾
緑
の
村

※�

７
月
19
日
㈮
の
17
時
15
分
ま
で
に
要

申
し
込
み

⃝
�

申
請
期
間　
７
月
25
日
㈭
～
８
月
２

日
㈮
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分
に
み

募
　
集
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毎月第３日曜日は「家庭の日」

盆
地
ま
つ
り
実
行
委
員

　
盆
地
ま
つ
り
の
企
画
や
運
営
に
参
加

で
き
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

⃝

開
催
日
時　
8
月
3
日
㈯

　
　
　
　
　
　
17
時
30
分
～

※
雨
天
時
は
8
月
4
日
㈰
に
順
延

⃝
�

開
催
場
所　
盆
地
ま
つ
り
会
場（
中

央
通
り
）

　
盆
地
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務

局　
☎
25
－
１
４
０
５

ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

⃝

日
時　
7
月
2
日
㈫　
12
時
20
分
～

⃝

場
所　
市
役
所
本
館
１
階
ロ
ビ
ー

⃝

内
容　
筝こ

と
の
演
奏

⃝

出
演　
筝
笑（
こ
と
え
み
）

　
文
化
振
興
財
団　
☎
23
－
７
１
４
０

お
か
げ
祭
り

⃝

日
時　

【
宵
祭
り
】
７
月
８
日
㈪　

19
時
45
分

（
八
坂
神
社
）～
21
時
20
分（
神
柱
宮
）

【
本
祭
り
】�

７
月
９
日
㈫　

18
時
45
分

（
都
城
駅
前
）～
19
時
50
分（
神
柱
宮
）

　
お
か
げ
祭
り
振
興
会

　
　
☎
21
－
４
８
３
５

募
　
集

離
乳
食
教
室（
無
料
）

⃝

日
時　
7
月
26
日
㈮

　
　
　
　
10
時
～
12
時
30
分

⃝

場
所　
都
城
市
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（M

ま

る

ま

る

allm
all

内
）

※�

要
申
し
込
み
。
母
子
健
康
手
帳
や
エ

プ
ロ
ン
な
ど
を
持
参

　
都
城
市
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎
36
－
５
６
６
１

都
城
島
津
邸
学
芸
員
に
よ
る

古
文
書
講
座
初
級
編（
全
５
回
）

⃝
�

日
時　
7
月
20
日
㈯
、8
月
3
日
㈯・

17
日
㈯
・
31
日
㈯
、
9
月
14
日
㈯　

14
時
～
16
時

⃝

場
所　
都
城
島
津
伝
承
館

⃝

定
員　
25
人　
※
申
し
込
み
順

⃝

費
用　
５
０
０
円

　
都
城
島
津
邸　

　
　
　
☎
23
－
２
１
１
６

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
共
通
試
験

⃝

日
時　
11
月
10
日
㈰　
14
時
～
16
時

⃝
�

場
所　
宮
崎
市
民
プ
ラ
ザ（
宮
崎
市

橘
通
西
1
－
１
－
2
）

⃝

受
験
料　
６
千
円

　
7
月
1
日
㈪
か
ら
上
下
水
道
局

下
水
道
課
で
配
布
す
る
申
込
書
を
記
入

し
、
７
月
16
日
㈫
～
31
日
㈬
に
上
下
水

道
局
下
水
道
課　
☎
23
－
５
９
２
１

初
開
催
！

都
城
歴
史
資
料
館
ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム（
無
料
）

通
常
展
示
と
は
違
う
、
夜
の
資
料
館

を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

⃝

日
時　
7
月
15
日
㈪　
17
時
～
21
時

⃝

場
所　
都
城
歴
史
資
料
館

※
申
し
込
み
不
要

　
文
化
財
課　
☎
23
－
９
５
４
７

陶
芸
工
房「
幸ゆ
き

の
陶と

う
」

夏
休
み
親
子
陶
芸
教
室

⃝
日
時　
7
月
20
日
㈯
～
28
日
㈰

　
　
　
　
①
10
時
30
分
～
、
②
13
時
～

⃝

場
所　
陶
芸
工
房「
幸
の
陶
」

⃝

定
員　
各
20
組　
※
要
申
し
込
み

⃝

費
用　
１
、２
０
０
円

　
陶
芸
工
房「
幸
の
陶
」

　
　
　
☎
58
－
６
１
５
０

パ
ン
作
り
体
験
教
室　

⃝
�

場
所　
高
城
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

　
「
ベ
ー
カ
リ
ー
キ
ッ
チ
ンSA

KU
RA

」

【
パ
ン
作
り
体
験
教
室
】

⃝
�

日
時　
７
月
10
日
㈬

　
　
　
　
10
時
～
13
時
30
分

⃝
�

内
容　
ク
ル
ミ
と
レ
ー
ズ
ン
の
パ
ン
、

雑
穀
パ
ン

⃝

定
員　
10
人

⃝
�

費
用　
２
、５
０
０
円（
材
料
費
、
軽

食
・
飲
み
物
代
含
む
）

【
親
子
パ
ン
作
り
体
験
教
室
】

⃝

日
時　
7
月
20
日
㈯　
11
時
～
13
時

⃝

定
員　
６
組（
６
歳
以
上
）

⃝

費
用　
１
組
２
千
円（
材
料
費
含
む
）

　
ベ
ー
カ
リ
ー
キ
ッ
チ
ンSA

KU
RA

　
　
　
☎
58
－
２
０
８
８

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
主
催

の
教
室

⃝
�

場
所　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
手
芸
教
室（
全
12
回
）】

⃝
�

日
時　
7
月
6
日
㈯
～
12
月
21
日
㈯

の
毎
月
第
1
・
3
土
曜
日

13
時
30
分
～
15
時
30
分

⃝

定
員　
10
人

※
要
申
し
込
み
。
3
人
以
上
で
開
催

⃝

費
用　
２
、４
０
０
円（
12
回
分
）　

※�

開
講
日
に
全
納
。
材
料
費
５
０
０
円

～
８
０
０
円
が
別
途
必
要

　
６
月
30
日
㈰
ま
で
に
電
話
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

☎
23
－
２
０
０
１

【
ゆ
る
体
操
で
健
康
寿
命
を
延
ば
そ
う
】

⃝
�

日
時　
7
月
7
日
㈰
・
21
日
㈰

　
　
　
　
10
時
～
12
時

⃝

定
員　
各
20
人（
両
日
受
講
可
）

※
要
申
し
込
み
。
5
人
以
上
で
開
催

⃝

費
用　
各
２
０
０
円

　
6
月
30
日
㈰
ま
で
に
電
話
で
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
☎
23
－
２
０
０
１

お知らせ

講
座
・
教
室

催
　
し
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生
涯
学
習
課
主
催
の
教
室

【
よ
か・余
暇・楽
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
】

⃝
日
時
・
場
所
・
学
習
料

①
マ
イ
グ
ラ
ス
作
り

（
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
体
験
）

７
／
27
㈯　
10
時
～
12
時

指
導
者
宅（
鷹
尾
二
丁
目
）　

１
、０
５
０
円（
材
料
費
含
む
）

※
５
人
以
上
で
開
催

①
誰
で
も
で
き
る
整
理
収
納

講
義
と
実
習（
全
３
回
）

７
／
27
㈯
、
８
／
10
㈯
・
24
㈯　

10
時
30
分
～
11
時
30
分　

未
来
創
造
ス

テ
ー
シ
ョ
ン（M

allm
all

内
）　

１
、６
５
０
円
を
初
回
全
納

※�

５
人
以
上
で
開
催
。
筆
記
用
具
を
持

参
①
創
作
日
本
舞
踊
扇せ

ん

華か

流「
舞
の
会
」

（
全
３
回
）

７
／
28
㈰
、
８
／
４
㈰
・
25
㈰　

13
時
～
14
時　

妻
ケ
丘
地
区
公
民
館　

１
、６
５
０
円
を
初
回
全
納

※
５
人
以
上
で
開
催

②
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
ペ
ン
ダ
ン
ト
作
り

８
／
４
㈰　
10
時
～
12
時

五
十
市
地
区
公
民
館　

１
、７
５
０
円（
材
料
費
含
む
）　

※
５
人
以
上
で
開
催

②
ら
く
ら
く
ヨ
ガ

毎
週
火
曜
日（
第
５
火
曜
日
を
除
く
）　

10
時
～
11
時　

五
十
市
地
区
公
民
館　

１
回
５
５
０
円

　
①
は
７
月
12
日
㈮
ま
で
に
、
②

は
７
月
19
日
㈮
ま
で
に
生
涯
学
習
課　

☎
23
－
９
５
４
５

７
月
１
日
か
ら
市
の
一
部
施
設

が
敷
地
内
禁
煙
に
な
り
ま
す

健
康
増
進
法
の
改
正
に
よ
り
、
７
月

１
日
㈪
か
ら
、
行
政
や
教
育
機
関
な
ど

の
施
設
は
、
原
則
、
敷
地
内
禁
煙
に
な

り
ま
す
。
対
象
施
設

な
ど
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
く
だ
さ
い
。

　
管
財
課　
☎
23
－
２
６
７
２

婚
姻
届
や
出
生
届
の
コ
ピ
ー
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

　
7
月
1
日
㈪
の
８
時
30
分
か
ら
、
本

市
に
婚
姻
届
や
出
生
届
を
提
出
し
た
人

へ
、
届
書
を
専
用
用
紙
に
コ
ピ
ー
し
て

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
大
切
な
記
念
日

の
思
い
出
と
し
て
、
ぜ
ひ
、
本
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
く
だ
さ
い
。

　
市
民
課　
☎
23
－
２
１
２
８

７
月
１
日
㈪
～
７
日
㈰
は

全
国
安
全
週
間

　
「
新
た
な
時
代
に　

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ　

み

ん
な
で
築
こ
う　
ゼ
ロ
災
職
場
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
、
産
業
界
で
の
自
主
的
な

労
働
災
害
防
止
活
動
を
推
進
し
、
安
全

意
識
の
高
揚
と
安
全
活
動
の
定
着
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
全
国
安
全
週
間
を

展
開
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
、

労
働
災
害
防
止
の
重
要
性
の
認
識
を
さ

ら
に
深
め
、
自
主
的
な
安
全
活
動
を
着

実
に
実
行
し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　

　
宮
崎
労
働
局
健
康
安
全
課

　
　
☎
０
９
８
5
－
38
－
８
８
３
５

温
泉
施
設
の
営
業
時
間
の
変
更

　
７
月
１
日
㈪
か
ら
、
ラ
ス
パ
た
か
ざ

き
と
ゆ
ぽ
っ
ぽ（
家
族
湯
）
の
営
業
時

間
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

⃝

変
更
後
の
営
業
時
間

ラ
ス
パ
た
か
ざ
き

７
時
～
21
時

ゆ
ぽ
っ
ぽ（
家
族
湯
）

平
日
は
、
15
時
～
22
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
従
来
通
り

　
９
時
～
22
時

　
み
や
こ
ん
じ
ょ
Ｐ
Ｒ
課

　
　
☎
23
－
２
６
１
５

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
、

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
の
発
売

　
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ

ま
す
。
購
入
す
る
場
合
は
、
地
元
の
販

売
所
で
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

⃝
�

発
売
期
間　
７
月
２
日
㈫
～
８
月
２

日
㈮

⃝

抽
選
日　
８
月
14
日
㈬

　
財
政
課　
☎
23
－
２
１
１
３

シ
ニ
ア
世
代
就
職
面
談
会（
無
料
）

⃝

日
時　
７
月
10
日
㈬　

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

⃝

場
所　
ホ
テ
ル
中
山
荘

⃝
�

対
象　
就
業
意
欲
の
あ
る
55
歳
以
上

の
人　
※
申
し
込
み
不
要

⃝

内
容　
面
談
や
企
業
説
明
な
ど

　
み
や
ざ
き
シ
ニ
ア
活
躍
推
進
協
議

会　
☎
０
９
８
５
－
33
－
９
３
２
１

市
長
の
資
産
な
ど
の
公
開

　
「
都
城
市
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め

の
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
の
資
産

な
ど
の
報
告
書
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

⃝

閲
覧
開
始
日　
７
月
８
日
㈪

⃝
�

閲
覧
日　
月
～
金
曜
日
の
９
時
～
17

時　
※
12
時
～
13
時
と
祝
日
、
年
末

年
始
の
休
日
を
除
く

⃝

場
所　
総
務
課（
市
役
所
本
館
３
階
）

⃝

内
容

◦�

平
成
30
年
12
月
31
日
現
在
、
同
年
中

に
新
た
に
取
得
し
た
資
産
な
ど

◦�

平
成
30
年
分
の
所
得
お
よ
び
平
成
30

年
中
に
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

◦�

平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
、
報
酬
を

得
て
役
員
に
就
任
し
て
い
る
会
社
な

ど
　
総
務
課　
☎
23
－
２
５
１
０

お
知
ら
せ
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届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
証
が
発

行
さ
れ
な
い
た
め
、
医
療
費
の
全
額
が

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の

医
療
保
険
に
加
入
し
た
と
き
に
脱
退
の

届
け
出
を
し
な
い
と
、
保
険
税
（
料
）

を
二
重
に
納
め
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

必
ず
届
け
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
市
内
で
転
居
し
て
住
所
が
変

わ
っ
た
場
合
や
、
世
帯
主
を
変
更
し
た

場
合
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

医
療
費
が
増
え
る
と
、
国
保
か
ら
病

院
へ
支
払
わ
れ
る
医
療
給
付
も
増
え
ま

す
。
給
付
増
額
分
を
補
う
た
め
に
保
険

税
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
の
で
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
を
参
考
に
、

医
療
費
節
減
に
協
力
く
だ
さ
い
。

◉
医
療
費
節
減
の
ポ
イ
ン
ト

・�

適
度
な
運
動
や
栄
養
、
休
養
を
バ
ラ

ン
ス
良
く
取
る

・�

病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療
の
た

め
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
る

・�

休
日
・
時
間
外
診
療
は
、
や
む
を
得

な
い
場
合
を
除
き
控
え
る

・
か
か
り
つ
け
の
病
院
や
薬
局
を
持
つ

・�

価
格
が
安
く
、
同
じ
効
果
が
見
込
ま

れ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発

医
薬
品
）を
積
極
的
に
利
用
す
る

国
保
は
健
康

保
険
制
度
の
一

つ
で
、
職
場
の

健
康
保
険
（
社

会
保
険
な
ど
）

や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
、
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
人
を
除
き
、
全
て

の
人
が
加
入
す
る
保
険
制
度
で
す
。

国
保
に
加
入
ま
た
は
脱
退
す
る
と
き

は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
次
に
該
当

す
る
と
き
は
、
14
日
以
内
に
保
険
年
金

課
や
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
地

区
市
民
セ
ン
タ
ー
に
届
け
出
く
だ
さ
い
。

◉
国
保
に
加
入
す
る
場
合

◦
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
と
き

◦
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

◦�

国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
子
ど

も
が
生
ま
れ
た
と
き

◦
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

※�

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て

い
る
人
は
、
国
保
へ
の
加
入
は
不
要

で
す

◉
国
保
を
脱
退
す
る
場
合

・
他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と
き

・�

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

・�

生
活
保
護
を
受
給
し
は
じ
め
た
と
き

・
死
亡
し
た
と
き

お知らせ

知ってください、国保のこと。
～私たちの健康を支える国民健康保険制度～

国民健康保険（国保）は、病気やけがをし
たときに、誰もが安心して治療を受けられ
るよう、みんなでお金を出し合って支えあ
う保険制度です。国保の健全な運営のため
に、医療費の節減に協力ください。
◎問い合わせ� 保険年金課�　☎23-2127

国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
と

き
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す

届
け
出
が
遅
れ
る
と

医
療
費
節
減
に
協
力
く
だ
さ
い
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【
後
期
高
齢
者
医
療
】

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
持
つ
人
で
対

象
と
な
る
人
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を

７
月
末
日
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

１
カ
月
の
一
部
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
す
る
こ

と
で
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

該
当
者
に
は
、
保
険
年
金
課
か
ら
申
請

手
続
き
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
く
だ
さ
い

【
国
民
健
康
保
険
】

次
の
①
②
の
認
定
証
の
更
新
手
続
き

を
８
月
１
日
㈭
か
ら
、
保
険
年
金
課
や

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
地
区
市

民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。
な
お
、
国

民
健
康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

（
70
歳
未
満
で
慢
性
腎
不
全
の
人
）
は
、

手
続
き
が
不
要
で
す
。

※�

新
受
療
証
は
７
月
末
日
ま
で
に
送
付

①�

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

�

同
一
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
擬
制
世
帯
主
含
む
）
全
員
の
令

和
元
年
度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

国
民
健
康
保
険
加
入
者

②
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

�

①
以
外
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

70
歳
未
満
の
人
、
ま
た
は
70
歳
以

上
75
歳
未
満
で
保
険
証
負
担
割
合

が
３
割
の
う
ち
住
民
税
課
税
所
得

６
９
０
万
円
未
満
の
人

◉
手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
現
在
の

認
定
証
、
世
帯
主
の
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ

式
を
除
く
）、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

※�

代
理
の
人
で
も
手
続
き
が
可
能
で
す
。

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
を

持
参
く
だ
さ
い

退
職
後
は
、
国
民
健
康
保
険
以
外

に
も
次
の
保
険
制
度
が
あ
り
ま
す

◉�

家
族
の
収
入
で
生
活
し
て
い
る
人

家
族
の
職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
家
族
の
勤
務
先
に
確
認

く
だ
さ
い
。

◉
職
場
の
健
康
保
険
に
２
カ
月
以

上
加
入
し
て
い
た
人

退
職
後
20
日
以
内
に
手
続
き
を

す
る
と
、
引
き
続
き
２
年
間
、
在

職
時
の
健
康
保
険
に
加
入
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
勤
務
先
に
確
認

く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬

に
発
送
し
ま
す

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住

所
や
氏
名
、
生
年
月
日
を
確
認
く
だ

さ
い
。
８
月
１
日
以
降
に
病
院
な
ど

を
受
診
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い

保
険
証
を
持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、

不
要
と
な
っ
た
保
険
証
は
、
処
分

す
る
か
、
保
険

年
金
課
ま
た
は

各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
各

地
区
市
民
セ
ン

タ
ー
の
窓
口
に

返
却
し
て
く
だ

さ
い
。

【
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
】

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
兼

高
齢
受
給
者
証
）
と
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
原

則
、
令
和
２
年
７
月
31
日
ま
で
の
１

年
間
で
す
。
な
お
、
次
の
人
は
、
有

効
期
限
が
異
な
り
ま
す
の
で
注
意
く

だ
さ
い
。

◉�

69
歳
の
人　
70
歳
の
誕
生
月
の
末

日（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
、
誕
生

日
の
前
日
ま
で
）

◉�

74
歳
の
人　
75
歳
の
誕
生
日
の
前

日
◉�
退
職
被
保
険
者
で
64
歳
の
人　
65

歳
の
誕
生
月
の
末
日（
１
日
生
ま

れ
の
人
は
、誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

各
種
認
定
証
の
更
新

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
は

医療費の負担割合と発行される保険証
国民健康保険被保険者証

２割 3割

小学校入学前 小学校入学後～70歳未満

【70歳以上 75歳未満】
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
①現役並みの所得者　3割

②現役並みの所得者以外　2割

【75歳以上】
後期高齢者医療被保険者証
①現役並みの所得者　3割

②現役並みの所得者以外　1割



2019.6.15　暮らしの情報 6■マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニで各種証明書を取得できます。
（６：30〜 23：00）

家庭用プラスチック製品は燃やせるごみです

保
険
料
の
納
付
額（
２
割
）

8割軽減
（月平均800円
納付）

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請

⃝
�

対
象
経
費　
介
護
保
険
施
設（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
含
む
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
医
療
院
、介
護
療
養
型
医
療
施
設
）

の
居
住
費（
滞
在
費
）お
よ
び
食
費

⃝
�

対
象
者　
市
民
税
非
課
税
世
帯（
世

帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
も
含
む
）

で
、
預
貯
金
な
ど
の
資
産
が
単
身
で

１
千
万
円
以
下
、
ま
た
は
、
夫
婦
で

２
千
万
円
以
下
の
人

⃝

手
続
き
に
必
要
な
も
の

◦
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

◦�

申
請
者
お
よ
び
配
偶
者
の
資
産
な
ど

の
写
し（
預
貯
金
の
通
帳
、
有
価
証

券
、
借
用
証
書
な
ど
）

◦�

申
請
者
お
よ
び
配
偶
者
の
印
鑑（
ス

タ
ン
プ
式
を
除
く
）

⃝
�

そ
の
他　
平
成
30
年
度
介
護
保
険
負

担
限
度
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
７
月
１
日
㈪
～
31
日
㈬
の
期
間

に
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。
な
お
、

平
成
31
年
度
の
課
税
状
況
な
ど
を
判

断
し
て
認
定
し
ま
す
の
で
、
前
年
度

の
認
定
内
容
と
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す

　
介
護
保
険
課

　
　
　
☎
23
－
２
１
１
４

　
　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

住
宅
の
省
エ
ネ
・
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

　

既
存
の
住
宅
の
省
エ
ネ
・
耐
震
・
バ

リ
ア
フ
リ
ー
改
修
の
工
事
を
行
っ
た
場

合
、
翌
年
度
分
の
み
固
定
資
産
税
を
工

事
種
別
に
応
じ
て
減
額
し
ま
す
。
な
お
、

補
助
金
な
ど
を
除
く
50
万
円
以
上
の
改

修
費
用
が
対
象
で
す
。

⃝

対
象
・
床
面
積
・
家
屋
の
要
件

省
エ
ネ
改
修

１
戸
当
た
り
50
平
方
㍍
以
上
１
２
０
平

方
㍍
ま
で　

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
建
つ
住
宅

耐
震
改
修

１
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
㍍
ま
で

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
建
つ
住
宅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

１
戸
当
た
り
50
平
方
㍍
以
上
１
０
０
平

方
㍍
ま
で　

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
経
過
し

た
住
宅

※�

65
歳
以
上
の
人
や
要
介
護
・
要
支
援
認

定
者
、
障
が
い
者
が
居
住
す
る
住
宅

※
賃
貸
住
宅
を
除
く

⃝
�

申
告
方
法　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
、

領
収
書
や
改
修
工
事
前
後
の
写
真
な

ど
の
必
要
書
類
を
、
資
産
税
課（
紫

色
10
番
）
で
配
布
す
る
申
請
書
に
添

え
て
提
出

※�

改
修
内
容
に
よ
り
添
付
書
類
な
ど
が

異
な
る
た
め
、
詳
し
く
は
着
工
前
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
資
産
税
課　
☎
23
－
２
１
２
４

お知らせ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
変
更

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
均
等

割
と
所
得
割
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
均
等
割
が
変
更
に
な
り
、
こ

れ
ま
で
９
割
軽
減
で
あ
っ
た
人
は
、
今

年
度
か
ら
８
割
軽
減
に
変
更
に
な
り
ま

す
。保

険
料
を
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書

で
納
め
て
い
る
人
は
７
月
か
ら
、
年
金

差
し
引
き
の
人
は
10
月
か
ら
保
険
料
の

負
担
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
に
対
す
る
支
援

◉
介
護
保
険
料

住
民
税
非
課
税
世
帯
は
、
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
第
１
段
階
の
人
で
月
平
均
４
６
５
円

軽
減
）

◉
年
金
受
給
者
で
一
定
の
要
件
を
満
た

す
人10

月
か
ら
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

の
支
給
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

（
基
準
額
：
月
５
、０
０
０
円
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

◎
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
各
担
当
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
】　
保
険
年
金
課　
☎
23
－
２
６
４
２

　
【
介
護
保
険
に
つ
い
て
】　　
　
　
　
　
介
護
保
険
課　
☎
23
－
２
５
９
６

　

�【
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
】

　
日
本
年
金
機
構（
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
）　
☎
０
５
７
０
－
05
－
１
１
６
５

お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
9
割
軽
減
の
皆
さ
ん
へ

（
例
）年
金
収
入
80
万
円
以
下
の
方
の
場
合

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

保
険
料
の
納
付
額（
１
割
）

9割軽減
（月平均400円
納付）
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社
会
福
祉
法
人
が
行
う
介
護
福
祉
施

設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
、
居

住
費（
滞
在
費
）お
よ
び
食
費

⃝
�

対
象
者　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

全
て
の
要
件
を
満
た
す
人
の
う
ち
、

生
計
困
難
と
市
が
認
め
る
人
、
ま
た

は
生
活
保
護
受
給
者
お
よ
び
生
活
保

護
を
廃
止
さ
れ
た
生
計
困
難
者

※�

要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

⃝

手
続
き
に
必
要
な
も
の

◦�

社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担
軽
減

対
象
確
認
申
請
書

◦�

申
請
者
お
よ
び
世
帯
全
員
の
平
成
30

年
の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類（
源

泉
徴
収
票
や
年
金
支
払
通
知
書
、
そ

の
他
収
入
を
証
明
す
る
書
類
）

◦�

申
請
者
お
よ
び
世
帯
全
員
の
平
成
30

年
１
月
か
ら
記
帳
さ
れ
て
い
る
預

宮
崎
い
の
ち
の
電
話
相
談
員
養
成
講
座

い
の
ち
の
電
話
は
、
24
時
間
・
３
６

５
日
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
電
話

相
談
機
関
で
す
。
約
１
年
の
講
座
の
受

講
後
、
相
談
員
と
し
て
命
を
救
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
で
き
ま
す
。

⃝

応
募
資
格

・�

20
歳
以
上
で
、
電
話
相
談
に
従
事
で

き
る
心
身
の
健
康
な
人

・�

宮
崎
市
内
の
事
務
所
に
通
う
こ
と
が

で
き
る
人

⃝

受
講
料　
2
万
円（
全
20
回
分
）

　
申
込
書
類
を
請
求
し
、
12
月
31

日
㈫
ま
で
に
宮
崎
い
の
ち
の
電
話
事
務

局　
☎
０
９
８
５
－
33
－
９
５
５
７

社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

軽
減
申
請

⃝
�

対
象
経
費　
市
に
申
し
出
の
あ
っ
た

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

の
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
麻
し
ん
・
風
し
ん
は
、
か
か
る
と
口
の

中
も
含
め
全
身
に
発
疹
が
で
き
、
難
聴

な
ど
の
合
併
症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
本
年
度

の
対
象
年
齢
の
人
は
、

早
め
に
ワ
ク
チ
ン
を

接
種
し
ま
し
ょ
う
。

⃝

対
象
年
齢

１
期

１
歳
～
２
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
の
人

２
期

平
成
25
年
４
月
２
日
～
平
成
26
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

⃝

接
種
回
数　
対
象
年
齢
内
に
１
回

⃝
�

料
金　
対
象
年
齢
内
の
人
は
無
料

※�

２
期
の
人
は
、
令
和
2
年
３
月
31
日

㈫
ま
で
無
料

⃝
�

そ
の
他　
す
で
に
麻
し
ん
・
風
し
ん

の
両
方
に
か
か
っ
た
人
は
対
象
外

⃝

申
し
込
み　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

　
都
城
市
保
健
セ
ン
タ
ー　

　
　
☎
36
－
５
６
６
１

が
ん
検
診
な
ど
を
実
施
す
る
指

定
医
療
機
関
の
追
加

⃝
�

追
加
医
療
機
関　
お
お
く
ぼ
ク
リ
ニ
ッ

ク（
千
町
）　
☎
26
－
１
５
０
０

⃝
�

検
診
内
容　
胃
が
ん
検
診
リ
ス
ク
検

査（
ピ
ロ
リ
菌
検
査
）

　
健
康
課　
☎
23
－
２
７
６
５

休日急病診療機関
◦診療時間　9：00～18：00
※歯科は17：00まで
◎みやざき医療ナビも利用ください
月日 医療機関名 電話番号
７/７
㈰

畠中小児科医院 52-6000
森山内科・脳神経外科(内) 21-5000
隅病院（内・胃） 62-1100
安藤胃腸科外科医院（消・外・内） 39-2226
なかむら整形外科クリニック 36-5333
よしだ眼科クリニック 77-8817
タケザキデンタルクリニック 23-8110

７/14
㈰

ふくしまクリニック(内・消・小) 46-5001
藤元総合病院(内) 22-1717
森山内科・脳神経外科(内) 21-5000
野口脳神経外科 47-1800
寺本整形外科医院 22-1171
中山産婦人科医院 23-8815
よしお歯科医院 36-7802

７/15
㈪

早水公園クリニック(内・小・外・消・アレ) 36-6117
ライフクリニック(内) 39-2525
海老原内科 64-1211
都城フォレスト・クリニック脳神経外科 80-4313
速見泌尿器科医院 24-8344
くぼた眼科 26-3100
トキワ歯科医院 36-0551

※診療機関は変更することがあります
詳しくは、テレホンサービス（医師会は☎23-5555、
歯科医師会は☎25-4100）で確認ください
●休日当番薬局

７/ ７㈰ ひばり、ハートフル、とよみつ、
アンジュ

７/14 ㈰ つかさ、とまと

７/15 ㈪ はやみず、リブ、東原、
サンライト川東、妻ヶ丘、たかお

みやざき医療ナビ

貯
金
の
通
帳（
定
期
預
金
な
ど
を
含

む
）

◦
申
請
者
の
健
康
保
険
証

◦�

生
活
保
護
受
給
証
明
書（
生
活
保
護

受
給
者
の
み
）

◦�

申
請
者
お
よ
び
世
帯
全
員
の
印
鑑

（
ス
タ
ン
プ
式
を
除
く
）

⃝
�

そ
の
他　
平
成
30
年
度
社
会
福
祉
法

人
等
利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
７
月
１
日
㈪
～

31
日
㈬
の
期
間
に
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。
な
お
、
平
成
31
年
度
の
課

税
状
況
な
ど
を
判
断
し
て
認
定
し
ま

す
の
で
、
前
年
度
の
認
定
内
容
と
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
介
護
保
険
課

　
　
　
☎
23
－
２
１
１
４

　
　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

実施医療機関



※京セラ株式会社の稲盛和夫名誉会長が提唱した「京セラフィ

ロソフィ」という人生哲学があり、同社グループでは、それ

をベースに経営が行われています。都城市では、今回、同

社の関連会社である京セラコミュニケーションシステム株式

会社の協力をいただき、「都城フィロソフィ」を策定しました

都城市ホームページでも
確認できます

【都城フィロソフィについての問い合わせ】
職員課フィロソフィ推進室　☎23-2119

人財育成による組織活性化を進め、市民の幸福と市の発展を実現するため

都城市は全国の自治体で初めて「フィロソフィ  」を策定しました。※

あいさつが
全ての基本

が
本

コンセプトを立て
戦略的に行動し
結果を出す

立てて
動しし
す

自治体の
常識・殻を
打ち破る

スピード感を持って
決断し、行動する

持っってて
するる

自ら燃える


